
 第３号様式（第６条第１項関係） 

市長 副市長 部長 課長 主幹・副主幹 主査・主査補 班員 

       

付議・報告部課      

令和７年１０月８日 

会議結果報告書（行政経営戦略会議） 

１ 日時及び場所 

令和7年10月8日（水）午前9時30分～ 本庁舎2階災害対策室2・3 

２ 出席者 

保育課 髙瀬課長、田口主査 

３ 件名 

しろい保育みらいビジョンの策定について 

４ 会議結果 

□ 案のとおり決定する。 

□ 一部修正の上、決定する。 

□ 継続して検討する。 

□ 案を否決する。 

■ 報告を了承する。 

５ 会議内容 

・清水口保育園の民営化に関して、保護者等からどのような意見が出ているか。 

 →民営化自体への反対意見はないが、職員の入れ替わり等への不安に関する意見は出

ている。園の機能が向上することや、市の財政的効果が見込めることを説明し、理

解を得ていると認識している。 

・引継ぎに関して、市の職員が園に残るのか。 

 →引継ぎは民営化前の令和９年度に行う予定で、清水口保育園を運営する事業者の職

員が来て引継ぎを行うこととなる。 

・事業者選定においては、会計年度任用職員の継続雇用を評価項目とすることとしてい

るが、事業者の職員雇用に市が介入することに問題はないか。 

 →継続雇用を条件とするものではなく、継続雇用に向けた具体的な取組を提示した場

合に評価するものであり、継続雇用するかどうかはあくまで事業者と職員の判断に

よる。保育の継続性を維持する観点から、多くの自治体が同様の評価項目を設定し

ている。 

・清水口保育園の建物を無償譲渡とする理由は。 

 →事業者に民営化園の多機能化や引継ぎ保育の実施を義務付けること、また、老朽化

に伴う施設改修により事業者負担が生じることから、無償譲渡を予定している。 

 

備考 会議内容を簡潔に記載すること。 



　第２号様式（第４条第５項関係）

年 月 日

件　　　名

内容

部内会議や関
係課等との調
整結果（主な意
見・懸案事項）

項目

条例規則

議会説明

市民参加

報告書公表 ■ □ □ □ （

案件提出
事由

関係法令等

関係課

事業費

カテゴリー 目的 健康・福祉 手段 その他年代 0歳～就学前 場所 市内全域

今後の
スケジュール

公共施設マネジメント課、障害福祉課、都市計画課

千円 （うち特定財源 千円）

無

公開 非公開 部分非 時限非 まで）

無

有 議員全員協議会（R7.9) 広報・ＨＰ等 有 HP（R7.9)、広報（R7.11)

方法（時期） 項目 有無 方法（時期）

R7.12月　　白井市附属機関条例、白井市保育所設置管理条例の改正
　　　　　　　一般会計予算の補正（白井市保育施設運営事業者選定審査会委員報酬）
R8.2月以降　運営事業者募集要項公表
R8年度中　　運営事業者の選定
　　　　　　　　 資産譲渡に関する議案上程（清水口保育園舎の譲渡）
R9年度　　　  引継ぎ保育等の実施
R10.4月　　   民営化園の開所

エ　策定した各種計画の概要

参考情報

しろい保育みらいビジョンの策定について

１　ビジョンの位置付け
　　白井市公立保育所の役割及び体制検討委員会からの提言を踏まえ、「しろいこども
プラン」の関連施策として今後の市の保育施策の方針を定めるもの。
２　ビジョンの期間
　　令和８年度から令和１７年度まで（10年間）
３　白井市の保育施設がめざす姿
　　「みんながもっと通いたくなる園」
４　めざす姿の実現に向けた取組
　・めざす姿を実現するための３つの柱
　　　①　保育の質の向上
　　　②　線引きのない保育（幼児教育）の推進
　　　③　未就園児とその保護者に対する支援
　・３つの柱を下支えするための取組
　　　①　保育人材の確保
　　　②　公立保育所の一部民営化
５　市民参加
　・市内保育施設事業者との意見交換（R6.10～12月）
　・公立保育所保護者へのアンケート調査（R7.1月）
　・素案に関する保護者説明会（R7.7.26（土）、7.27（日）、8.3（日））
　・パブリック・コメント（R7.8.1（金）-R7.8.21（木））
　・子ども・子育て会議（R7.8.20（水））

令和 7 10 8

報告書（行政経営戦略会議）

部課名 健康子ども部　保育課

有 条例改正（R7.12） 報道発表

・清水口保育園の民営化に当たっては、利用児童、保護者に配慮して丁寧に進めてい
くこと。
・「白井市第６次総合計画」、「白井市地域福祉計画」、「しろいこどもプラン」等の各種計
画との整合、連携を図ること。

有無























































































今後のスケジュール（案） 

 

【R7年度スケジュール】 

時期 内容 

R7.7月 

～8月 

・保護者説明会 

・パブリックコメント 

 

R7.9月 ・ビジョン完成 

・保護者周知 

 

R7.10月 ・議会への報告 

・戦略会議への報告 

・市内事業者への報告 

・子ども子育て会議への報告 

 

R7.11月 ・市広報に掲載 

 

R7.12月 ・白井市附属機関条例の改正 

・白井市保育所設置管理条例の改正 

・一般会計予算の補正（白井市保育施設運営事業者選定審査会委員

報酬の補正） 

R8.2月以降 ・事業者募集要項の公表 

 

 

【R8年度以降のスケジュール】 

時期 内容 

R8年度中 ・事業者の選定（プロポ―ザル） 

・資産譲渡に関する議案上程 

 

R9年度中 ・引継ぎ保育 

 

R10.4月 ・清水口民営化開始 

 

 

R7.10.8戦略会議

資料２ 



質問、意見 回答

1

　公立保育所の正規職員の人数
（割合）が少ないのはなぜです
か。

　市の職員定数は、定員管理指針により定めている
ところですが、指針では市の財政健全化のため、人
件費の削減を着実に実現するという視点が含まれて
おり、事務職も保育士もこの指針の範囲で職員を配
置しています。
　公立保育所は、これまで、待機児童対策の中心的
担い手として清水口保育園の園舎増築等により積極
的な受入れ枠の拡大や、特別な支援を要する児童の
受入れを行ってきましたが、職員の確保については
定員管理指針との整合を図るため、任期付職員や派
遣職員、会計年度任用職員により行ってきたことか
ら、現状として、正規職員の割合が少ない状況と
なっています。

2

　民営化とは、保育業務のみ委託
するということでしょうか。それ
とも保育園の運営を民間事業者が
行うということでしょうか。

　今回の民営化は、指定管理や業務の一部委託では
なく、園全体の運営を民間事業者に移管することを
想定しています。

3

　転園希望者への配慮について、
転出希望者にも転入希望者にもそ
れぞれ優先措置が講じられるので
しょうか。

　優先措置につきましては、民営化に伴い清水口保
育園から他園に転園を希望する方を対象とすること
を想定しています。
入園を希望する場合は、民営化園の受入れ枠の範囲
で通常のルールに則り入所調整を行うこととなりま
す。

4

　運営法人はどのように選定する
のでしょうか。

　民営化園の機能向上を目指すためには事業者の選
定が非常に重要であると考えています。市が求める
保育を実施できる事業者を選定するため、プロポー
ザル方式（※）による選定を想定しています。

※市が示す仕様や要求に対して事業者からの提案を
募り、最も優れた提案をした事業者を選定する方式

5

　引継ぎ保育について、具体的に
どのように引継ぎを行うのでしょ
うか。

　具体的な方法は、事業者の選定後、事業者と協議
の上で決定することとなります。引継ぎに当たって
は、最低１年間の期間を設けるとともに、他の自治
体で民営化した事例などを参考にしながら丁寧に進
めていきたいと考えております。
　利用している園児や保護者への影響をできる限り
少なくすることが重要と考えており、事業者の選定
に当たってはそのような配慮を行えるかどうかも評
価の対象としたいと考えています。
　また、民営化後も最低１年間は、公立の保育士が
定期的な巡回等を行い、連携が取れる体制を構築し
ていきます。

しろい保育みらいビジョン（素案）説明会での御意見・御質問と回答
■令和7年7月26日（土）、27日（日）、8月3日（日）
■市役所保健福祉センター団体活動室、清水口保育園

R7.10.8戦略会議

資料３



質問、意見 回答

6

　給食調理について、令和７年度
から調理業務が外部委託されてい
ますが、民営化後も同じ事業者が
調理を行うのでしょうか。

　民営化後は、園全体の運営を事業者に移管するた
め、給食調理についても運営事業者の判断により決
定することとなります。

7

　現在、保育士をしながら子育て
しているが、市内には日中の時間
帯のみで募集している園がないた
め、現在は市外の園で働いていま
す。
　市では、短時間勤務の正規職員
や、非正規、パートの雇用を進め
ていく等の考えはありますか。

　市としては保育人材の確保は重要な課題と捉えて
おり、これまでも市独自で保育士の処遇改善を実施
してきました。
　本ビジョンにおいても、今後、処遇改善の更なる
推進に取組むこととしておりますが、現在のとこ
ろ、短時間勤務の正規職員や、非正規、パートの方
に限定した取組は考えておりません。
　ただし、日中勤務の保育士については市内で募集
している園もあるかもしれないため、7/27の就職
フェアへの参加なども御検討ください。

8

　清水口保育園の駐車場は、民営
化後すぐに整備されるのでしょう
か。

　現在、清水口保育園に隣接する公園の一部に駐車
場を整備する検討を行っています。公園の管理が都
市計画課となり、協議を進めているところですが、
民営化と同時期に整備していきたいと考えていま
す。

9

　公立園が２園というのは、市の
人口や他市と比較して適正な数な
のでしょうか。

　公立園の数や割合は自治体によって様々で、いく
つあれば適正であるというような配置基準等はあり
ません。実際には、待機児童を解消（減少）してい
くための施設の確保が重要と考えています。
　本市においては、今後、公立保育所が基幹園とし
て市の保育施設の中心的拠点となることから、公立
２園体制を維持していきたいと考えております。

10

　清水口保育園の民営化に伴い、
保育士は全員入替わるのでしょう
か。

　正規職員につきましては、全員他園に異動しま
す。
　会計年度任用職員等の有期雇用の職員につきまし
ては、民営化園の運営事業者に雇用されることで民
営化後も継続して勤務する可能性があります。これ
らの職員は、子どもと施設の両方ともよく把握して
いることから、事業者の選定においては、民営化後
の継続雇用に関して評価項目に含めることを検討し
ています。

11

　民営化園の定員について、概ね
１００名程度としているが、資料
によると現在の定員は１８０名と
なっている。令和１０年の保育需
要を考慮して、この定員が設定さ
れているのでしょうか。待機児童
が出ないよう、１００名という数
字にこだわらず機動的に検討して
いただきたい。

　定員については、待機児童を出さないことを前提
に、地域の保育需要の推計や幼稚園の認定こども園
移行なども踏まえて設定しております。
　現在の清水口保育園について、認可定員は180名
となっていますが、保育需要や保育士確保の問題な
どから120名程度の受入れとなっています。
　今後も保育需要の推移等に注視し、柔軟に調整し
ていきます。



質問、意見 回答

12

　職種ごとに業務や責任の範囲が
違うため業務管理が複雑になると
ありますが、具体的にどのような
ことなのでしょうか。正規職員が
増えることで解消されるのでしょ
うか。

　現在、公立保育所においては、正規職員、任期付
職員、会計年度任用職員、人材派遣会社の派遣保育
士が保育に従事しています。
　クラスに配置する保育士の検討に当たっては、ク
ラスの人数や特性、児童ごとの利用時間等を考慮し
ていますが、任用の種類により業務や責任の範囲に
違いがあること、正規職員以外は業務時間も職員ご
とに違うことから、職員配置の検討等が非常に複雑
なものとなっています。
　正規職員の割合が増えることで、シフトが組みや
すくなるとともに、通常業務においても運動会など
のイベントにおいても、業務を安定的に運営しやす
くなります。

13

　運営主体が変わることで保育の
方法が変わってしまい、職員が辞
めてしまうという懸念がありま
す。
　また費用面での保護者負担がど
うなるかも不安があります。

　市としても、保育内容の急激な変化等により利用
児童や保護者に不安や負担が生じないよう、公私連
携型の枠組を活用した事業者との協定等により、事
業者に配慮を求めていきたいと考えています。
　費用面での保護者負担につきましては、原則とし
て給食費などの実費負担分は事業者が金額を決定す
ることになりますが、大幅な負担増が生じないよう
な配慮を求めることを検討していきます。

14

　清水口保育園以外の園は、民営
化しないのでしょうか。

　本ビジョンにおいては、今後、公立園を市内保育
施設の基幹園として位置付け、市全体の保育の質の
向上のための役割を担うこととしており、現時点で
清水口保育園以外の園を民営化する予定はありませ
ん。

15

　今後、公立、私立の差別化が図
られると思いますが、保護者が公
立、私立を選択する上でのメリッ
ト、デメリットを教えてくださ
い。

　保育施設は、国が定める保育指針に準じて保育を
行うこととされており、各施設は、指針の範囲内で
施設それぞれの特色を出しながら保育を実施してい
るため、特色の違いによる差異は生じるものの、公
立、私立の別によるメリット、デメリットというも
のはありません。
　本ビジョンにおいては、今後、公立園が保育の質
の向上のための役割を担うこととしておりますが、
これは保育以外の部分で公立ならでは役割を担うも
のであることから、保護者が保育施設を選択する上
でのメリット、デメリットには繋がらないものと考
えます。

16

　今回の民営化は、指定管理者制
度による施設運営の委託というこ
とでしょうか。その場合、数年後
には運営事業者が変わる可能性が
あるのでしょうか。

　今回の民営化は、指定管理者制度による施設運営
の委託ではなく、施設を事業者に譲渡した上で運営
自体を民間事業者に移管することを想定していま
す。そのため、数年ごとに事業者が変わることはあ
りません。



質問、意見 回答

17

　清水口保育園の駐車場整備につ
いて、整備する場所は離山公園で
しょうか。
　また、公園全体を駐車場にする
のか、整備した駐車場は市のもの
なのか或いは事業者に譲渡するか
併せて伺います。

　離山公園の一部に１０台程度の駐車場を整備した
いと考えています。
　駐車場を市のものとして整備するか、それとも保
育園のものとして整備するかについては、現在、公
園を管理する都市計画課と協議を進めているところ
であり、詳細は未定です。

18

　運営事業者の目星はついている
のでしょうか。
　もし、市が求める条件を満たせ
ない事業者しか来なかったとき
は、白井市が目指す方針と違う事
業者に決まってしまうのでしょう
か。
　事業者がどのような理念を持っ
ているかというところも要件とし
ていただき、トラブルのないよう
進めてほしい。

　現時点では民営化の方針が決定していないことか
ら、事業者の見込み等は立っておりません。
　事業者の選定に当たっては、プロポーザル方式
（※）により、市が求める保育や事業を実施できる
ことを前提に事業者の保育理念等も考慮した選定を
行うことを想定しています。
　市が求める保育や事業を実施できない事業者しか
来なかった場合は、その事業者を選定することはあ
りません。その場合、民営化の時期が後ろ倒しにな
ることも考えられます。

※市が示す仕様や要求に対して事業者からの提案を
募り、最も優れた提案をした事業者を選定する方式

19

　民営化後に事業者が撤退してし
まうリスクはあるのでしょうか。

　保育施設の運営において、事業が継続的に実施さ
れることは非常に重要な要素の一つであり、県が保
育施設を認可する際には、事業者の経営状況等につ
いても審査があります。
　また、市としても事業者の選定に当たっては、事
業者の経営状況も考慮した選定を行います。

20

　令和１０年度に民営化する場
合、現在２歳児クラスの児童や保
護者にとっては、最後の１年間だ
け民営化した園で過ごすことにな
ります。
　民営化が良い、悪いということ
ではないが、それまで一緒に過ご
していた先生たちがいなくなって
しまうのは喪失感があると思いま
すので、例えば運動会等の行事に
公立の先生が見に来てくれるなど
の配慮があると児童も喜ぶと思い
ます。

　引継ぎの具体的な方法については、事業者選定後
に決定しますが、いただいた御意見は今後民営化を
進めていく上での参考にさせていただきたいと思い
ます。



- 1 - 

様 式 

パブリック・コメント募集結果 
 

 

 「しろい保育みらいビジョン（素案）」について、皆様からご意見を募集した

ところ、下記のとおり、御意見をいただきました。 

 いただいた御意見とこれに対する本市の考えにつきまして、次のとおり取りま

とめましたので、公表いたします。 

 

案  件 しろい保育みらいビジョン（素案）について 

募集期間 令和７年８月１日（金）から８月２１日（木）まで 

意見の件数 

（意見提出者数） 

            ３件 

（１人） 

意見の取扱い 

修 正 素案を修正するもの ０件

既記載 既に素案に盛り込んでいるもの ２件

参 考 
素案には反映できないが今後の参考とす

るもの 
１件

その他 
素案には反映できないが意見として伺っ

たもの 
０件

R7.10.8 戦略会議 

資料４
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意見の概要 件数 意見に対する市の考え方 

最初に公立園が民営化するこ

とは肯定的に捉えていました。特

別な配慮が必要な子や地域にと

って子育てサービスが充実する

ことはとても良いことだと思い

ます。 

説明を聞いて、保育士が全員異

動してしまうことや、普通に通園

している在園児にとって戸惑い

が生まれないか心配になりまし

た。民営化後の巡回については、

それまで関わりのある保育士が

保育に入るなど、民営化後も子ど

もたちが安心して過ごせるよう

な巡回のかたちをつくって頂き

たいと思います。 

 

１件 こども、保護者が民営化後も安心し

て園を利用できるよう、民営化前に清

水口保育園に在籍していた保育士に

よる定期的な巡回や、連携会議の開催

などにより、市と事業者が密接な連携

を図っていきたいと考えております。

巡回の方法、内容につきましては、

こども、保護者が安心して園を利用す

るために最も効果的な方法を検討し、

実施してまいります。 

【既記載】

０から２歳児クラスでは平日

に親が休みの場合、保育園も休ま

なければならなくなっているの

を、時間を限定して良いので預け

られるようにしてほしいです。働

いていて小さい子どもを預けて

いる親は、平日に休みがあっても

自分の時間を全くつくることが

出来ません。 

 

１件  保育園は、保護者の就労等により御

家庭での保育が難しい時間に、保護者

に代わってお子さまを保育する施設

となります。原則、保育が必要な時間

のみを利用する施設となるため、仕事

がお休みの日など、保護者が家庭で保

育できる日や時間は、家庭で保育して

いただくことが基本となりますので、

御理解、御協力を賜りますようお願い

いたします。  

ただし、何らかの理由でどうしても

保育が必要な場合は、利用園に御相談

ください。 

いただいた御意見は、保育園の利用

に関する御意見として今後の参考と

させていただきます。 

【参考】

土曜保育が延長されることに

ついてありがたいと思いました。

土曜だから勤務時間が短くなる

訳ではないので、助かります。通

常の保育時間は開所して頂きた

いです。清水口だけでなく他の園

でも必要なことではないかと思

１件 土曜保育の時間延長については、公

立園では令和１０年４月から実施予

定です。 

市内他園での実施や給食提供につ

きましては、現時点で実施の予定はあ

りませんが、御意見は今後の参考とさ

せていただきます。 
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います。 

また、土曜日も給食提供をして

頂けると助かります。 

 

全国的な労働力不足のなか、人材の

効率的な活用、持続可能な体制の構築

といった視点を踏まえ、最も効果的な

市民サービスについて総合的に判断

してまいります。 

【既記載】
 


